
※利用日までに対象保育所等と面談

※利用日までに対象保育所等と面談
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議会傍聴時に利用できる乳幼児一時預かりサービス事業　申込みの流れ

乳幼児を預ける

申請書兼請求書の提出

申請書兼請求書の配布

指定口座へ振込み（後日）

申込書の写を送付

傍聴受付で一時預かり利用の旨を申し出

申込書等提出

申込書の写を送付

乳幼児を預ける

傍聴受付で一時預かり利用の旨を申し出

申込書等提出

領収書の発行

保育料納付

市立保育所等の一時預かりを利用する場合 （全額減免）

私立保育所等の一時預かりを利用する場合 （立替え払い後、口座へ振り込み）

１ ２週間前まで

２ 当 日

２ 当日（保育所等）

３ 当日（傍聴時）

電話で一時預かり予約
※議会傍聴のためと申し
出する

電話で一時預かり予約
※議会傍聴のためと申し出

１ ２週間前まで


